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公立学校共済組合長野支部被扶養者認定事務取扱要領 

 

第１ 趣 旨 

この要領は、公立学校共済組合長野支部被扶養者認定規程に基づき、被扶養者の認定を

適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 被扶養者申告 

１ 被扶養者申告事由 

次のいずれかに該当する要件が生じた組合員は、所属所長に申告書を提出する。 

(1) 被扶養者の要件を備える者がある場合又は生じた場合。 

(2) 被扶養者がその要件を欠くに至った場合。 

(3) 被扶養者の届出事項（氏名、生年月日、性別、続柄、現住所、現住所に係る同居別居

の別、扶養手当の有無）に変更があった場合。 

 

２ 申告手続 

前記１の事由が生じたとき、組合員は次に掲げる書類を遅滞なく所属所長に提出し、所

属所長は内容を確認の上、支部長に提出する。 

ただし、県立高等学校、県立高等学校附属中学校、県教育委員会事務局、教育機関等の

うち総務事務システムを使用する所属所（以下、「総務事務課経由所属所」という。）にお

ける、被扶養者の認定・取消に係る申告のみ、審査を受けるため総務事務課を経由して、

支部長に提出する。 

(1) 申告書（被扶養者認定・取消申告書又は組合員被扶養者証記載事項等変更申告書） 

総務事務システム稼働所属のうち、小中学校、特別支援学校の教員及び市町村費職員

を除く者は、必ずシステムにより入力し、該当申告書を印刷して使用する。 

(2) 組合員被扶養者証（有効期限を経過していない場合に限る）及び資格確認書（交付

されている場合に限る）（取消、氏名変更及び番号変更の場合のみ） 

(3) 別表１から３に定める添付書類 

   ※別表１の添付書類については、扶養手当申請時に使用した書類の写で可。 

 

３ 事務処理 

(1) 認定申告（増員）の場合 

ア 被扶養者認定申告書の処理 

（ア）所属所受付印欄に受理日の受付印を押印する。 

ここでいう受理日とは、一部の添付書類が整わなくても、申告書を受理した日と



 

2 

 

する。 

（イ）総務事務課経由所属所を除き、認定を受けようとする者が、給与条例上の扶養親

族として認定された者である場合は、給与事務担当者確認欄にチェックをする。 

（ウ）「受理日」と「事由発生年月日」を照合し、その経過日が 30日以内であるときは、

「30 日以内」欄に○印を、31 日以上経過しているときは「31 日以上」欄に○印を

する。 

（エ）申告書の内容を確認し、添付書類（別表１及び２）とともに支部へ送付する。た

だし、総務事務課経由所属所においては、総務事務課へ送付する。 

イ 国民年金第３号被保険者関係届（認定） 

65歳未満の組合員の被扶養配偶者であって、20歳以上 60歳未満の配偶者を認定す

る場合には、国民年金第３号被保険者関係届に基礎年金番号のわかる書類の写しを添

付して申告書と共に支部へ送付する。 

ウ 認定の扱い 

（ア）離職者（退職・婚姻事由の認定） 

雇用保険や傷病手当金等の受給の有無を確認する。日額が 3,612円又は 5,000円

（年間限度額÷360日）以上受給している間は認定できない。 

（イ）夫婦共同扶養 

ａ 組合員に扶養手当等の支給が行われている場合には、その組合員の被扶養者と

して認定できる。 

ｂ a 以外の場合には、組合員の年間収入（過去の収入、現時点の収入、将来の収

入等から今後１年間の収入を見込んだもの。以下同じ。）が配偶者の年間収入よ

り多いとき又は、配偶者の年間収入との差額が年間収入の多い方の１割以内であ

るときに、被扶養者として認定できる。 

ｃ ｂの認定に当たっては、次に掲げるいずれかの書類等により夫婦双方の年間収

入を見込んだもので比較する。 

  なお、事業所得者等については、その所得のベースとなった収入金額から「公

立学校共済組合長野支部被扶養者認定に関する運用方針」で定める直接的必要経

費を控除した額をもとに年間収入を見込むこと。 

・所得証明書（市町村長発行の課税所得証明書または住民税税額決定通知） 

・年金改定通知書又は年金支払通知書（直近のもの） 

・勤務先の給与支払証明書または給与支払証明書 

・雇用契約書や雇用主発行の収入見込証明書 

・確定申告書（控）の写し及び収支内訳書または青色申告決算書（控）の写し 

     ｄ 支部に認定申告書を提出したが、夫婦双方の年間収入の見込みにより比較をし

たところ、相手方の年間収入の方が高く支部において認定できない場合は、認定
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しなかった理由、組合員の標準報酬月額、届出日や決定日を記載した「被扶養者

不認定結果通知書」を組合員に交付する。 

（ウ）父母の認定 

   父母のうちいずれか一方の収入が、公立学校共済組合長野支部被扶養者認定規程

第４条に定める金額（以下「認定基準額」という。）以上であり認定基準額未満の者

を被扶養者として認定する場合は、その者の生計が主として組合員の収入により維

持されているか確認する。（別表４） 

（エ）扶養事実の確認 

18歳未満の者、60歳以上の者、給与条例の規定による扶養親族とされている者、

学生、所得税法（昭和 40年法律第 33号）の規定による控除対象配偶者又は扶養親

族とされている者及び傷病による就労能力のない者等以外の者は、通常、稼働能力

があるものと考えられるので、扶養事実、扶養しなければならない事情を具体的に

確認する。 

（オ）非課税所得の確認 

遺族年金、障害年金、扶助料等は非課税所得であり、市町村長の発行する課税証

明書に記載されないので、年金証書、年金額改定通知書等によりその額を確認する。 

（カ）国内居住要件 

ａ 住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たす。なお、その確 

認は住民票の写しにより行うが、他共済から引き続いて転入により認定を希 

望する者は、前共済において確認がされているとして、その添付を省略して 

差し支えない。 

ｂ 次に掲げる者は日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎が 

あると認められるものとして、国内居住要件の例外として取り扱う。 

 なお、例外に該当するかは添付書類（別表５）により確認することとし、 

申告書に例外に該当する旨を記載する。 

（ａ）外国において留学をする学生 

（ｂ）外国に赴任する組合員に同行する者 

（ｃ）観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海 

外に渡航する者 

      （ｄ）組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者 

であって、上記外国に赴任する組合員に同行する者と同等と認められ 

るもの 

      （ｅ）その他渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎がある 

と認められる者 

(2) 取消（減員）の場合 
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ア 被扶養者取消申告書の処理 

（ア）所属所受付印欄に受付印を押印する。 

（イ）取消する者の組合員被扶養者証（有効期限を経過していない場合に限る）、資

格確認書（交付されている場合に限る）及びその他交付されている証（高齢受給者

証、限度額適用認定証等）を回収する。 

（ウ）申告書の内容を確認のうえ、回収した証等及び添付書類（別表３）を添付して支

部へ送付する。ただし、総務事務課経由所属所においては、総務事務課へ送付する。 

イ 国民年金第３号被保険者関係届（資格喪失・非該当） 

被扶養配偶者の死亡、離婚、収入超過で取消申告する場合及び海外在住者を取消申

告する場合には、国民年金第３号被保険者関係届を申告書と共に支部へ提出する。 

ウ 取消の扱い 

（ア）年金受給者の取消日 

年金額の改定により所得が認定基準額を越えた場合の取消日は、当該被扶養者が

年金額改定通知書を受領した日とする。 

（イ）事業所得者の取消日 

所得が事業所得である被扶養者で、事業所得の増加により所得が認定基準額を超

えた場合の取消日は、事業年度のどの時点において認定基準額を超えたものである

かを判断することが困難であることから、超えた事実を把握した日（確定申告をし

た日等）とする。 

（ウ）月々の収入が安定しない者の取消日 

日給のアルバイトのように、月々の収入が安定しない被扶養者の所得については、

月々の給与等支払額の合計に基づき確認する。この場合において月収の限度額を３

か月連続して超えた時はその翌月の初日を取消日とし、また、年収の限度額を超え

た時は越えた月の給与支給日を取消日とする。 

（エ）学生、生徒の就職確認 

学生、生徒については、最終学年の卒業期に就職の有無について確認し、就職し

た者については、取消もれのないように留意する。 

   （オ）夫婦共同扶養における夫婦の年間収入の確認 

      組合員が再任用となったときや、共同扶養義務者の雇用状況が変わったときなど、

夫婦共同扶養の場合であって双方の年間収入の見込みに大きく変動がある場合は、

（１）ウ（イ）ｃに記載の書類等により確認し、年間収入が逆転する場合はその時

点（原則として雇用契約変更日、就職日、退職日の翌日などの事実発生日）、事実発

生日が明確でない場合は支部において定めた日を取消日とする。 

(3) 被扶養者に関する記載事項等の変更の場合 

ア 組合員被扶養者資格情報変更申告書の処理 
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内容を確認し、組合員被扶養者証（有効期限を経過していない場合に限る）及び資

格確認書（交付されている場合に限る）を添付して支部に送付する。ただし、証等に

印字された内容以外の事項（続柄、現住所、現住所に係る同居別居の別、扶養手当の

有無等）を変更する場合は、証等の添付は不要である。 

イ 国民年金第３号被保険者住所変更届 

被扶養配偶者が現住所の変更をした場合は、住所変更届を申告書と共に支部へ提出

する。 

(4) 継続認定の場合 

ア 給与条例上の扶養親族の資格喪失後も、次に掲げる者は引き続き被扶養者の要件を

備えているので、取消の申告手続を行う必要はないが、特別認定被扶養者とするため、

組合員被扶養者資格情報変更申告書の手当欄を「有」から「無」とし、給与事務担当

者確認欄にチェックのうえ、添付書類（別表２）と共に支部へ送付する。 

ただし、次の（ア）に該当する者のうち扶養する理由が学生である者、（ウ）又は

（エ）に該当する者については、添付書類（別表２）は不要である。 

（ア）満 22 歳に達し給与条例上の扶養親族の資格は喪失したが、なお、扶養事実及び

扶養しなければならない事情のある者で、年間所得 130万円未満の者 

（イ）収入増により給与条例上の扶養親族の資格は喪失したが、年間限度額 180万円

の要件に該当するものであって、年間所得 180万円未満の者 

（ウ）引き続いて再任用職員若しくは会計年度任用職員に採用されたことに伴い、給与

条例で定める除外規程に基づき、給与条例上の扶養親族の資格を継続して有してい

るが扶養手当の支給が停止された者 

（エ）育児休業取得のため、扶養手当の支給が停止された者 

イ 被扶養者として認定されている者が、所得減、育児休業終了等により給与条例上の

扶養親族の資格を取得した場合は、普通認定被扶養者とするため、組合員被扶養者資

格情報変更申告書の手当欄を「無」から「有」とし、給与事務担当者欄にチェックの

うえ支部へ送付する。 

 

第３ 認定後の確認 

支部長は、組合員の被扶養者が認定後も被扶養者たる要件を具備しているかどうかを随

時確認するほか、被扶養者確認事務実施要領に基づき、毎年６月 1 日から６月 30 日の間

で被扶養者の要件について確認する。 

なお、被扶養者たる要件を具備していない者が判明した場合、当該組合員は第２の２に

より、認定取消の申告をしなければならない。 

また、正当な理由なく、確認に必要な証拠書類を組合員が提出しない場合には、当該組

合員は認定を継続する意志を持たないものとみなし、被扶養者の資格を取消すことができ
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るものとする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 ５年 ４月１日から適用する。 

２ この要領は、平成 15年 ３月１日から適用する。 

３ この要領は、平成 19年 ２月１日から適用する。 

４ この要領は、平成 22年 ４月１日から適用する。 

５ この要領は、平成 28年 10月１日から適用する。 

６ この要領は、平成 29年 ４月１日から適用する。 

７ この要領は、平成 30年 ４月１日から適用する。 

８ この要領は、平成 31年 ２月１日から適用する。 

９ この要領は、令和 ２年 ４月１日から適用する。 

10 この要領は、令和 ３年 ４月１日から適用する。 

11 この要領は、令和 ４年 ４月１日から適用する。 

12 この要領は、令和 ５年 ４月１日から適用する。 

13 この要領は、令和 ５年 10月 13日から適用する。 

14 この要領は、令和 ６年 12月２日から適用する。 
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の
た

め
）

（
注

１
）

３
　

個
人

番
号

報
告

書
（

番
号

１
号

）
雇

用
条

件
変

更
を

通
知

さ
れ

た
日

雇
用

条
件

変
更

を
通

知
さ

れ
た

日

給
与

収
入

の
減

少
（

不
安

定
収

入
）

１
　

給
与

明
細

の
写

又
は

事
業

主
の

月
別

支
払

証
明

（
3

か
月

分
）

２
　

認
定

を
希

望
す

る
者

の
住

民
票

の
写

（
国

内
居

住
要

件
の

確
認

の
た

め
）

（
注

１
）

３
　

個
人

番
号

報
告

書
（

番
号

１
号

）

3
か

月
平

均
で

月
額

の
限

度
額

を
超

え
な

く
な

っ
た

月
の

給
料

日
の

翌
日

3
か

月
平

均
で

月
額

の
限

度
額

を
超

え
な

く
な

っ
た

月
の

給
料

日
の

翌
日

扶
養

替
え

１
　

健
康

保
険

被
扶

養
者

資
格

喪
失

証
明

書
　

　
（

組
合

員
同

士
の

場
合

は
取

消
申

告
書

の
写

で
可

）
２

　
認

定
を

希
望

す
る

者
の

住
民

票
の

写
（

国
内

居
住

要
件

の
確

認
の

た
め

）
（

注
１

）
　

　
（

組
合

員
同

士
の

場
合

は
不

要
）

３
　

個
人

番
号

報
告

書
（

番
号

１
号

）

被
扶

養
者

資
格

喪
失

日
被

扶
養

者
資

格
喪

失
日

同
居

に
よ

る
生

計
維

持
関

係
発

生
１

　
世

帯
全

員
の

住
民

票
の

写
（

注
）

２
　

個
人

番
号

報
告

書
（

番
号

１
号

）
同

居
し

た
日

同
居

し
た

日

新
規

採
用

（
共

済
組

合
加

入
歴

無
者

）
１

　
認

定
を

希
望

す
る

者
の

住
民

票
の

写
（

国
内

居
住

要
件

の
確

認
の

た
め

）
（

注
１

）
２

　
個

人
番

号
報

告
書

（
番

号
１

号
）

採
用

日
採

用
日

転
　

　
入

（
共

済
組

合
加

入
歴

有
者

）
１

　
認

定
を

希
望

す
る

者
の

住
民

票
の

写
（

国
内

居
住

要
件

の
確

認
の

た
め

）
（

注
１

）
２

　
個

人
番

号
報

告
書

（
番

号
１

号
）

　
採

用
日

採
用

日

転
　

　
入

（
共

済
組

合
か

ら
引

続
者

）
１

　
他

共
済

、
他

支
部

で
の

被
扶

養
者

資
格

が
確

認
で

き
る

書
類

の
写

（
注

２
）

２
　

個
人

番
号

報
告

書
（

番
号

１
号

）
左

欄
と

同
じ

採
用

日
採

用
日

（
注

１
）

発
行

後
６

か
月

以
内

の
も

の
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

児
童

手
当

の
申

請
等

で
原

本
を

使
用

す
る

場
合

は
、

コ
ピ

ー
で

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
（

原
本

証
明

不
要

）

（
注

２
）

被
扶

養
者

資
格

が
確

認
で

き
る

書
類

の
写

と
は

、
被

扶
養

者
証

の
写

（
有

効
期

限
を

経
過

し
て

い
な

い
も

の
に

限
る

）
、

資
格

確
認

書
の

写
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
に

お
け

る
「

医
療

保
険

の
資

格
情

報
」

を
プ

リ
ン

ト
ア

ウ
ト

し
た

も
の

（
保

存
日

時
が

被
扶

養
者

申
告

書
の

　
　

　
　

提
出

日
か

ら
1

カ
月

以
内

で
あ

る
も

の
に

限
る

。
)、

資
格

喪
失

証
明

書

◆
上

記
の

届
出

事
由

以
外

で
扶

養
認

定
を

希
望

す
る

場
合

は
、

公
立

学
校

共
済

組
合

長
野

支
部

共
済

係
（

T
E

L
:0

2
6

-
2

3
5

-
7

4
4

5
）

に
相

談
し

て
く

だ
さ

い
。

左
記

の
書

類
＋

別
表

２
で

定
め

る
添

付
書

類

※
生

計
維

持
関

係
発

生
に

よ
る

特
別

認
定

に
つ

い
て

は
、

扶
養

理
由

申
立

書
に

生
計

維
持

関
係

発
生

日
を

明
記

す
る

こ
と

。

申
告

書
受

理
日

　
　

　
　

同
一

世
帯

に
属

す
る

こ
と

を
要

す
る

者
が

普
通

認
定

の
手

続
き

を
取

る
場

合
に

は
、

上
記

の
住

民
票

の
写

し
の

代
わ

り
に

住
民

票
の

謄
本

（
コ

ピ
ー

で
も

可
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

被
扶

養
者

認
定

申
告

書
添

付
書

類

届
出

事
由

　
添

　
  
付

　
  
書

　
  
類

参
　

　
考

事
由

発
生

年
月

日

認
定

日

普
通

認
定

者
（

扶
養

手
当

を
受

給
す

る
者

）
特

別
認

定
者

（
扶

養
手

当
を

受
給

し
な

い
者

）

2
0

歳
か

ら
5

9
歳

の

配
偶

者
の

認
定

左
記

の
書

類

＋

国
民

年
金

第
３

号
被

保
険

者
関

係
届

＋

年
金

手
帳

等
の

基
礎

年
金

番
号

記
載

部
分

の
写
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○必ず提出

△該当者のみ提出

　　　添 付 書 類

認定者の

身分関係による区分

配　　偶　　者

同

一

世

帯 22　歳　未　満

に

属

す 22　歳　以　上

る

こ

と 60　歳　未　満

を

要

し 60　歳　以　上

な

い

者

学　　　　　生

（各種学校を含む）

定時/通信/夜間課程

の　学　生

（注）1  所得証明書又は住民税税額通知書の写（当該通知に記載されている所得以外の所得がない場合に限る。）を提出。

　　 事業所得や不動産所得がある場合には、加えて確定申告書（控）の写及び収支内訳書（青色申告決算書)(控）の写を提出。

 年金を受給している場合には、加えて直近の改定通知書又は振込通知書の写を提出。年金は、企業、財形 、老齢、 遺族、障害、積立

 など、すべてを含む。

2  共同扶養義務者（例：子にあっては配偶者、父（母）にあっては母（父）、孫にあっては配偶者と孫の父母）が組合員の被扶養者で

 ない場合に、所得を証明する書類を提出。ただし、共同扶養義務者が公立学校共済組合員の場合は不要。

 なお、ここでいう「所得を証明する書類」とは１に記載のものを指すが、当該書類に記載の収入と現状が大きく乖離する場合は、

 加えて現在の給与明細や雇用契約書等を確認し、今後１年間の収入を見込むこと。

3  認定する年度の証明書とする。

4  事実婚及び同一世帯に属することを要する者を認定する場合のみ提出。（発行後６か月以内のもの）

5  戸籍謄本または住民票の写しを提出。［別表１］において住民票の写しを提出している場合はそれをもって代用できるが、

 住民票の写しで確認できない続柄の場合は戸籍謄本を提出。（発行後６か月以内のもの）

　　　8 別居者を認定する場合に提出する。6  扶養手当を受給していない理由が、「育児休業中」、「再任用」、「会計年度任用職員」以外の場合に提出。

 別居者を認定する場合に提出。 

　 ※ 上記書類の他、支部長が必要とする書類を添付する。

特別認定者（扶養手当を受給しない者）の添付書類
（この他に別表１で定める認定事由別の添付書類を添付）

○ ○

[別表２]

在
学
証
明
書

（

注
３
）

○ △

組
合
員
と
の
続
柄
を
証
明

す
る
も
の
（

注
５
）

住
民
票
の
謄
本

（

注
４
）

○

子

○

△

△○

△ △

△

△

○ ○

扶
養
理
由
申
立
書

（

扶
養
２
号
）

△

△

父
母
・
祖
父
母

○ ○ △

妹

○

○

姉 ○ ○

○

○ △○

○ ○ ○ △

○

○

対
象
者
の
所
得
を
証
明

す
る
も
の
（

注
１
）

共
同
扶
養
義
務
者
の
所
得
を

証
明
す
る
も
の
（

注
２
）

組
合
員
の
所
得
を
証
明

す
る
も
の
（

注
２
）

△

○

○ ○

扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い

理
由
書
（

注
６
）
（

扶
養
３
号
）

別
居
者
の
扶
養
認
定
に

係
る
判
定
票
（

注
７
）

△

○

○○

中学生以

下は不要

△

△

△

△

△

△△

○△

○ ○

○ ○△○

△

中学生以

下は不要

△

○

○ ○ ○○ △ ○

△

△

△

△

△

△

△

△

同
一
世
帯
に
属
す
る
こ
と
を
要
す
る
者

○

○

事実上の配偶者と
認められる者

学　　　　　生
（各種学校を含む）

定時/通信/夜間課程
の  学　生

7

られる者の父母及び子

上
記
の
う
ち

学
生
で
あ
る
者

の 者 を 除 く 者

事実上の配偶者と認め

３親等内の親族の上記

学
生
で
あ
る
者

上
記
の
う
ち

配
　
偶
　
者

兄

弟

孫
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[別
表

３
]

就
　

　
職

１
　

事
業

主
の

就
職

証
明

書
又

は
採

用
辞

令
の

写
（

注
）

２
　

被
保

険
者

証
の

写
（

有
効

期
限

を
経

過
し

て
い

な
い

も
の

に
限

る
）

又
は

資
格

　
　

確
認

書
の

写
　

　
※

ど
ち

ら
か

の
添

付
で

可
。

就
職

日
就

職
日

他
制

度
へ

の
加

入

１
　

事
業

主
の

就
職

証
明

書
又

は
他

制
度

へ
加

入
し

た
こ

と
の

わ
か

る
通

知
の

写
(注

)
２

　
被

保
険

者
証

の
写

（
有

効
期

限
を

経
過

し
て

い
な

い
も

の
に

限
る

）
又

は
資

格
　

　
確

認
書

の
写

　
　

※
ど

ち
ら

か
の

添
付

で
可

。

他
制

度
ヘ

加
入

し
た

日
他

制
度

へ
加

入
し

た
日

死
　

　
亡

１
　

埋
火

葬
許

可
証

の
写

（
注

）
死

亡
日

の
翌

日
死

亡
日

の
翌

日

離
　

　
婚

１
　

戸
籍

謄
本

の
写

（
発

行
後

６
か

月
以

内
）

協
議

離
婚

：
届

出
日

の
翌

日
調

停
離

婚
：

調
停

成
立

日
の

翌
日

協
議

離
婚

：
届

出
日

の
翌

日
調

停
離

婚
：

調
停

成
立

日
の

翌
日

雇
用

保
険

受
給

開
始

１
　

雇
用

保
険

受
給

資
格

者
証

の
写

　
　

（
受

給
開

始
日

が
印

字
さ

れ
た

も
の

）
雇

用
保

険
受

給
開

始
日

雇
用

保
険

受
給

開
始

日

雇
用

条
件

変
更

に
よ

る
給

与
収

入
の

増
加

１
　

雇
用

条
件

変
更

を
通

知
さ

れ
た

日
を

証
明

す
る

書
類

雇
用

条
件

変
更

を
通

知
さ

れ
た

日
雇

用
条

件
変

更
を

通
知

さ
れ

た
日

給
与

収
入

の
増

加
（

不
安

定
収

入
）

１
　

給
与

明
細

の
写

又
は

事
業

主
の

月
別

支
払

証
明

３
か

月
連

続
し

て
月

額
の

限
度

額
を

超
え

た
月

の
翌

月
初

日
又

は
年

額
の

限
度

額
を

超
え

た
月

の
給

料
日

３
か

月
連

続
し

て
月

額
の

限
度

額
を

超
え

た
月

の
翌

月
初

日
又

は
年

額
の

限
度

額
を

超
え

た
月

の
給

料
日

給
与

収
入

を
毎

月
把

握
し

て
い

な
い

場
合

、
給

与
明

細
等

は
最

長
で

過
去

２
年

分
の

提
出

が
必

要
。

事
業

所
得

等
の

増
加

１
　

確
定

申
告

書
（

Ｂ
票

）
控

の
写

２
　

収
支

内
訳

書
控

又
は

青
色

申
告

決
算

書
控

の
写

確
定

申
告

書
受

付
日

（
受

付
日

不
明

の
場

合
は

確
定

申
告

期
限

の
末

日
）

確
定

申
告

書
受

付
日

（
受

付
日

不
明

の
場

合
は

確
定

申
告

期
限

の
末

日
）

事
業

所
得

等
の

増
加

（
契

約
に

よ
る

場
合

）
１

　
契

約
書

の
写

契
約

書
締

結
日

契
約

書
締

結
日

契
約

に
基

づ
き

年
額

の
所

得
が

把
握

で
き

る
場

合
。

公
的

年
金

収
入

の
発

生
又

は
増

加
１

　
年

金
、

恩
給

等
の

裁
定

通
知

書
又

は
改

定
通

知
書

の
写

年
金

額
裁

定
通

知
書

又
は

改
定

通
知

書
の

受
理

日
年

金
額

裁
定

通
知

書
又

は
改

定
通

知
書

の
受

理
日

扶
養

替
え

１
　

新
保

険
証

の
写

（
有

効
期

限
を

経
過

し
て

い
な

い
も

の
に

限
る

）
又

は
資

格
  
  
  
確

認
書

の
写

（
注

）
　

　
（

組
合

員
同

士
の

場
合

は
認

定
申

告
書

の
写

で
可

）
被

扶
養

者
資

格
取

得
日

被
扶

養
者

資
格

取
得

日

同
居

を
要

件
と

す
る

者
と

の
別

居
１

　
別

居
し

た
者

の
住

民
票

の
写

又
は

戸
籍

の
附

票
（

発
行

後
６

か
月

以
内

）
別

居
し

た
日

別
居

し
た

日

生
計

維
持

関
係

解
消

１
　

生
計

維
持

関
係

解
消

に
関

す
る

申
出

書
（

扶
養

４
号

）
（

生
計

維
持

関
係

を
解

消
し

た
日

＝
国

保
へ

加
入

す
る

日
）

申
出

日
申

出
日

共
済

組
合

に
相

談
し

て
く

だ
さ

い
。

※
（

注
）

情
報

連
携

に
よ

り
省

略
可

能
(申

告
書

余
白

に
「

情
報

連
携

の
利

用
に

よ
り

添
付

書
類

省
略

」
と

明
記

す
る

こ
と

。
)

※
上

記
の

届
出

事
由

以
外

で
扶

養
認

定
を

希
望

す
る

場
合

は
、

公
立

学
校

共
済

組
合

長
野

支
部

共
済

係
（

T
E

L
:0

2
6

-
2

3
5

-
7

4
4

5
）

に
相

談
し

て
く

だ
さ

い
。

被
扶

養
者

取
消

申
告

書
添

付
書

類

届
出

事
由

添
付

書
類

参
　

　
考

備
　

　
考

事
由

発
生

年
月

日
取

消
年

月
日

（
届

出
日

に
関

わ
ら

ず
事

由
発

生
日

と
同

日
）

2
0

歳
か

ら
5

9
歳

の

配
偶

者
の

取
消

左
記

の
書

類

＋

国
民

年
金

第
３

号
被

保
険

者
関

係
届
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父又は母 Ａの配偶者

（Ａ） （Ｂ） （Ａ） （Ｂ）

父 受 金

及 給 非

び 者 受

母 を 給

と 除 者

も く

に ）

60 及

歳 び

未 60
満 歳 （注）
（ 以

障 上

害 公

年 的

金 年

父 給 収  60歳以上年金受給者

又 者 入  障        害　　〃

は 又
母 は
の 60

い 歳

ず 以 （　　　〃　　　）

れ 上
か 公
が 的
、 年 （注）

障 金
害 受 （　　　〃　　　）

年 給

金 者
受 の

父 受

及 給

び 者

母 又

と は

も 障

に 害

60 年

歳 金

以 受

上 給 （注）

公 者

的 の
年 収

金 入

（注）△については、主として組合員の収入により生計を維持している場合は、被扶養者
　　　ときは、被扶養者として認定できる。  として認定できる。

[別表4]父母の被扶養者資格認定の判断基準

判　　　　　定

認定可は○印・認定不可は×印

△

×

○

×180万円未満

○

180万円以上 180万円以上 × ×

130万円未満 ○

180万円以上

180万円未満

130万円未満

180万円以上

130万円未満

○

130万円以上 130万円未満 ×

130万円以上 130万円以上 × ×

△

180万円未満

△

○180万円未満

130万円未満

×

○

180万円以上

130万円以上 ×
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